
柏市立風早中学校の生活ルール２０２３  

 

○ 夏 服 、 冬 服 の 切 り 替 え に つ い て   ５ 月 ～ １ ０ 月 → 夏 服  
１ １ 月 ～  ４ 月 → 冬 服  

※５、１０月 は 気 温 に よ っ て 、 夏 服 で も 冬 服 で も ど ち ら で も 良 い 。 ※校内服も同様 

 <タ イ プ Ａ > <タ イ プ Ｂ > 

 

 

 

 

 

登 

 

下 

 

校  

 

時 

  

の 

 

服 

 

装 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    冬 

  服 

11

月 

～ 

４
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○黒の詰襟学生服標準タイプ 

○黒の学生ズボン標準タイプ 

 

※体型を考慮して、ワンタックまでは可。 

また、ズボンの裾はシングル、ダブルでも可。 

 

○ジャンパースカート or スラックス、ブラウス、 

棒ネクタイ 

・棒ネクタイはブラウスの第１ボタンに結び目がくる よ

うにする。 

・防寒対策として、スカートの下に黒タイツを着用しても

よい。ただし、ジャージは着用しない。 

・スカートの長さは、膝頭の隠れる程度が目安。 

・自転車通学者は、雨天時は上下カッパを着用する。 

・防寒対策でコートやセーター等を着ても良い。 

※制服の変形は原則として認めない。  

夏

服 

５

月 
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1 0  

月  

○上：白ワイシャツ、開襟シャツも可。 

下：黒の学生ズボン標準タイプ 

※ワイシャツはズボンの中にしっかり入れる。 

 

○上：白ブラウス、開襟シャツも可（夏季のみ）。 

棒ネクタイ 

※夏季（５月～１０月）は、白ブラウス、開襟シャツ共に

棒ネクタイを着用しなくてもよい。 

ただし白ブラウスを着用する際は第一ボタンまでしめ

ること。 

下：ジャンパースカート or スラックス 

 

校章 

○詰め襟学生服の左襟前側につける。 

○夏季はつけなくても良い。 

○制服の左の胸ポケットにつける。 

○夏季はつけなくても良い。 

 

ベルト 

 

○黒のベルト、幅はベルト通しにあったもの。 

※編み込みのベルトや柄の入ったベルトは不可。 

○スカート……制服に付属している共布のベルト。 

〇スラックス…黒のベルト、幅はベルト通しにあったもの。 

※編み込みのベルトや柄の入ったベルトは不可。 

裏 

ボタン 

○黒の裏ボタン 

・柄や言葉等の入ったものは不可。 

  

 

 

靴 

 

 

○運動靴または黒の通学用学生靴 

・体育の授業で使用できるもの。 

・華美でない色とする。 

・ハイカットは認めない。 

靴

下 

 

○白・黒・紺・グレーを基調としたソックス 

ただし、式（始・終業式、入学式、卒業式）では、白い靴下を着用する。 

・怪我の予防のため、くるぶしが隠れている長さのものが望ましい。 

 そ 

の 

他 

※雨天時のジャージ下校許可は、状況により指示する。 

※保護者に送ってもらう場合でも、登下校時は原則制服を着用する。 

※カッパ着用時、中はジャージでも構わない。 

式 

で

の

服

装  

靴下 ○白い靴下を着用する。 

 

制

服 

 

○夏服…１学期終業式、２学期始業式 

※棒ネクタイは着用しなくても良い。 

○冬服…１学期始業式、２学期終業式、３学期始業式、３学期修了式、入学式、卒業式、(辞校式) 

※Y シャツを着用する。 

※ジャージの着用は×。防寒着としてセーター等を着用する。 
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○上下ともジャージ ※名前を記入すること。 

○冬季はジャージの中にセーター等は着用できる。 

※極端に大きめのジャージの着用はしない。 

・※「腰パン」状態でのズボンの着用はしない。 

※セーター、トレーナー、カーディガンのみの着用はしない。 

運

動

着 

○白の体操服 

○紺のハーフパンツ  ※「腰パン」状態でのズボンの着用はしない。 

上

履

き 

○指定の上履き 注：かかと部分に名前を記入すること 

※マジック等でのいたずら書きは認めない。 

※かかとは踏みつぶさない。 
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ウインド 

ブレーカー 
○黒・紺・グレーのウインドブレーカー。または部活動で購入したものを着用しても良い。 

コート ○黒・紺・グレーの学生コートとする。Ｐコート・ダッフルコートでも良い。 

セーター 

トレーナー 

カーディガン 

○冬季にスクールセーター、トレーナー、カーディガンを着用しても良い。色は、黒・紺・グレ

ーの無地またはワンポイントのもの. 

※サイズの合っていないもので、袖や裾から見えるもの、パーカーやハイネックのものは不可。 
アンダーウェア ○体操服からはみ出て見えないもの。 

手袋 ○冬季に着用しても良い。（色は華美でないものとする） 

 

マフラー 

○冬季に防寒具に加えて着用しても良い。（色は華美でないものとする） 

※着用する場合は、安全上長すぎないもの 

〇ネックウォーマーでも構わない。（色は華美でないものとする） 

防寒具 

禁止事項 
○校内ではマフラー（ネックウォーマー）、手袋などは着用しない。 

○ニット帽は着用しない。 
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○以下の長さを目安とし、学校生活をしていく上で、学習や部活動の妨げにならないように注意する。 

眉毛やまつ毛等は加工しない。 

・長さは ①前髪は目にかからない（視力低下防止） 

           ②前に垂れる髪はピンで留めるか、束ねる。 

     ③肩や襟にかかる場合は束ねて、横は耳にかからないようにする。 

＜禁止事項＞         

・染色   ・脱色   ・パーマ     ・剃り込み   ・リボン、ヘアーバンドの使用 

・幅広、大きなサイズ等装飾的なヘアピン  ・黒、紺、茶以外の色のゴムの使用 

・その他流行を追い、入試で指摘を受けたりするもの     ・整髪料の使用   ・カラーコンタクト 
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○学校指定のスリーウェイバッグを使用する。 

○スリーウェイバッグに荷物が入りきらない場合、セカンドバッグ(学校指定のスクールバッグ)を使用する。 

○セカンドバックのみの登校は体育祭期間のみとする。 

自 

転 

車 

通 

学 

 

 

※使用する自転車は保険に加入していること。 

○自転車通学は原則風早南部小学区の生徒に限り許可制とする。学校で筆記試験及び実技試験を実施し合格した

者に許可する。 

○自転車通学者は全員ヘルメットを着用する。 

○駐輪場のスペースの関係で、サイドスタンドの自転車は不可。 

○ハンドル、荷台等の変形自転車、平行ハンドル、後ろの荷台のついていないもの、その他通学に不適と思われ

る自転車の使用は禁止する。 

○ルール違反の度合いに応じて、一定期間自転車通学を停止または取り消す場合がある。 
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○授業に関係のないもの、学校生活に不必要なものを持ってこない。 

＜持ってきてはいけない物の例＞ 

・マンガ等の雑誌類 ・遊具（ゲーム機・トランプなどのカードゲーム類） ・化粧品  

・危険物（ナイフ、ライター、カッター等） 

・携帯電話（購入する際には保護者の方と使用方法を十分に話し合う。） 

○携帯電話に関しては、家庭事情により緊急を要する場合等に限り、校長の許可を得て持参できる。 

①申請用紙で保護者が申請する。 ②許可書を配布する。③登校後に担任に携帯を預ける。  

④下校時に担任から受け取る。⑤許可の期間は申請のあった年度内とし、次の年度には新たに申請し直す。 

※許可無く学校に持ち込んだ場合、保護者に返却する。 

 

＜持ってきてもよい物＞ 

・水筒（中身は水、お茶、スポーツドリンクのみ。ペットボトルは不可。） 

※指示があった場合のみ補充用ペットボトルの持ち込みを許可する。（夏季や体育祭等）その場合、ゴミは 

必ず持ち帰る。 

・リップクリームは無色、無臭のもの 

・ハンドクリーム、制汗スプレー、制汗シートは無香料のもの 

・トローチ等は保健室で服用する 

・日焼け止めは基本的に家で塗ってくる。 

・マスク（色、生地、形状は問わない） 

そ
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○物を壊したり、けがをした場合など緊急の事態が起こった場合は、すぐに身近な教員に知らせる。 

○欠席等の連絡…欠席・遅刻は、必ず直接学校に連絡する。 

○遅刻した際は、職員室に行き遅刻カードを書いてもらい、教科担当の先生に渡す。 

○登校後は原則として校外に出ることは禁止する。（事故防止の為） 

○休日や再登校で諸活動がある時の服装は、校内服、制服もしくは部活動で使用しているものを着用する。 

○現金での集金がある場合には、朝のうちに担任または部活動顧問に渡す。 

 


